
○計画策定手続き
各主要出資法人は、事業別 成果指標等 盛 込  複数年（３ ４
年）の経営改善計画を、各所管と協議の上、策定。

○点検評価
各主要出資法人は、毎年度、経営改善計画において設定した成果指標の目
標達成度等 客観的 基準   評価 、改善等に向けた今後の取組の方向
性を示す。
また、その結果を所管部局に報告し、本市と法人が連携して、事業の有効性
及 効率性 向上 向  取組 推進 図 。

○評価項目
・事業ごとに、アウトプット（事業実施の成果）、中間アウトカム（事業実施の
効果）最終アウトカム（最終的に求める効果）の評価項目、があり、１法人
平均 １２ １３項目 及 。この他、「財務の改善」等の評価項目もあり。

出資法人の経営改善計画及び点検評価システム

・川崎市文化財団
（公益財団法人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 1

・川崎市土地開発公社
（特別法 基   設立  法人） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15

・みぞのくち新都市
（株式会社）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P25

○経営改善計画（H26 H28）及びH28点検評価結果 具体例
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